
■構造計算適合性判定における標準的な業務の流れ 

 

1.受付 

2.受付書の送付 

3.審査会の実施 

4.適合を決定できない 

旨の通知書 

5.追加説明・回答案の 
  送付 

6.追加説明書の送付 

7.適合通知書の送付 

構造適判機関 

■判定申請書等の

受理 

■受付時の審査 
手数料の請求 

(センターの定める期間まで) 

■判定前後変更審査

(確認審査での指摘

変更等) 

 

判定申請書 2 部 

(正本・副本ほか) 

■判定員による構

造計算適合性判

定の審査 

■専門家への照会 

(必要に応じて) 

不適合通知 
(不整合により審査が困難) 

■判定員とのやり

取り(原則メール)

じて) 

■追加説明書等の

審査 

■判定 

・判定結果の決定 適合判定通知書 

及び副本 

■適合判定通知書

の作成 

■その他の手続 

・審査期間延期願 

・構造計算適合性判定申請書の取下げ 


